
令和７年度江南市社会福祉協議会会計年度任用職員任用試験実施要項 

 

１．任用人数  １名 

 

２．任用日   令和８年４月１日 

 

３．職種    事務職員（会計年度任用職員） 

 

４．職務内容  ・法人運営事業に係る事務 

        ・その他、指定された業務 

 

５．試験日時等     

（１）日時  令和８年３月２６日（木）１０：００～ 

   （２）場所  中央コミュニティ・センター 

   （３）内容  面接試験 

   

６．受付期間  令和８年３月１６日（月）から３月２３日（月）まで ※必着 

 

７．提出書類    

（１）履歴書（市販のもので可、写真貼付） 

      ※１ 郵送で提出する場合は、封筒の表に「会計年度任用職員任用試験申込」と朱書 

     ※２ 直接持参される場合の受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（土曜日、日曜日、祝日とも窓口提出可）。 

  

９．任用及び勤務条件等 

（１）任用期間 

    令和８年４月１日～令和９年３月３１日（任用の更新なし） 

（２）賃金等 

    ※１ 時間給  １，３２０円 

      ※２ 昇給 無、退職手当 無、期末手当・勤勉手当あり 

      ※３ 通勤手当 別途基準により支給 

※４ 任用期間の収入見込額 約２２５～２８５万円（賃金、各種手当含む） 

※５ 賃金支払日 翌月２１日（末日締め） 

  （３）勤務日及び勤務時間 

 勤務日は１週間の内、平日５日勤務、勤務時間は午前８時３０分から午後５時とし、 

 採用時に１日の勤務時間を６時間以上７時間３０分以内で調整する。 

ただし、業務の状況に応じて勤務時間の変更、時間外勤務及び休日勤務する場合があり。 

  （４）休日、休暇等 

      ※１ 土・日・祝日、その他勤務を要しないと指定された日 

      ※２ 年次有給休暇 有（任用時に１０日付与）、その他の休暇は別途基準により取得可 

  （５）保険制度 

      健康保険 有、厚生年金保険 有、雇用保険 有、災害補償（労災保険） 有 

  （６）履歴書等の記載事項が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消す場合がある。 

（７）その他の内容は、社会福祉法人江南市社会福祉協議会会計年度任用職員就業規則及びその他

の規程による。 



10．個人情報の取扱い 

   受験者に関する個人情報は、職員任用に係る業務以外の目的で使用することはありません。本会

「個人情報保護規程」に基づき管理し、無断で第三者に提供することはありません。 

 

11．その他 

（１）試験の合否に関わらず試験の得点、順位は開示しません。 

（２）試験の合否に関わらず提出書類の返却はいたしません。 

 

12．問い合わせ及び申込先 

社会福祉法人江南市社会福祉協議会（担当：伊藤、鈴木、勝川） 

〒483－8177 江南市北野町川石２５番地１１  電話・FAX（0587）55-5262 

ホームページ https://www.konan-shakyo.or.jp/  メールアドレス chiiki@konan-shakyo.or.jp 

※電話での問い合わせは平日（月～金）の午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

https://www.konan-shakyo.or.jp/
mailto:chiiki@konan-shakyo.or.jp

